
 
  
             
 
 
 
 

 

近年、厳しい経済情勢が続いており、企業においては雇用問題、労働条件の見直しなどさまざま

な問題が発生するなど、難しい労務管理に直面しております。 

そこで、本年も労働法の第一人者である弁護士 安西 愈 先生をお招きして、「有期雇用問題」「高

年齢者雇用継続措置」のテーマを取上げ、雇用をめぐる問題等々について事例をまじえてご講演を

いただきます。 

つきましては、経営者、人事・労務管理者、社労士等の皆様に必ずやお役立ていただけるものと

考えますので、この機会に是非ご参加を賜りますようご案内致します。 

○定 員  １５０名 定員になり次第締め切らせていただきます。 

○参加費  会員１５，０００円  非会員１８，０００円 （いずれも資料代・消費税込） 

 

申込みは裏面へ 

日 時 平成２４年 ２月２１日（火）13:30 ～ 17：00（受付時間 開始３０分前より）  

場 所 

名鉄ニューグランドホテル ７階 椿の間 

名古屋市中村区椿６－９  ＴＥＬ ０５２－４５２－５５１１ 

ＪＲ名古屋駅新幹線側「太閤通口」正面 徒歩１分 

テーマ 

講 師 ： 安 西 愈 弁護士 

「企業の有期雇用問題と高齢者雇用継続措置の実施をめぐって」 
第１ 有期雇用問題をめぐって 

１．有期雇用とは 

２．有期雇用形態の多様化と実務上の問題 

３．正社員と有期雇用者のちがいは 

４．有期雇用者イコール非正社員か 

５．パートタイマーの雇用と実務上の問題点 

６．有期雇用をめぐる現行法上の規制は 

７．有期雇用の法的規制をめぐって（平成２３年１２月２６日付労政審議建議） 

８．現行法下における有期雇用の契約時の留意と契約書 

９．有期契約の反復更新と雇止め法理をめぐる現状の問題点と対応 

 １０．円満な有期雇用の終了の実務は 

第２ 高年齢者雇用継続措置をめぐって 

１．高年齢者雇用安定法は強行法規か（私法上の公序良俗を形成するか） 

２．建議の６５歳までの希望者全員の継続雇用措置は強行法規か（６０歳定年退職

や再雇用制度を設けない場合も当然の継続雇用となるか。私法上の権利を与え

たものか） 

３．就業規則で希望者全員の再雇用を定めた場合には再雇用拒否できないか 

４．協調性のない者、能力の劣る者、教条的・独裁的な者、健康上問題のある者等

の再雇用基準めぐって 

  ５． 経営上の都合上再雇用困難（ポストや業務がない、不況で余剰人員対策が必

要）でも再雇用が必要か 

  ６．今後の高年齢者雇用対策の「建議」（平成２３年１２月２６日付労政審）をめ

ぐって 

第３ 事前質問に安西 愈弁護士が回答します 

    質問内容は申込書に添えて（社）愛知労働基準協会宛にファックス願います 

平成２３年度 

『 経 営 者 セ ミ ナ ― 』の ご 案 内 
主催 （社）愛知労働基準協会 

（社）全国労働基準関係団体連合会愛知県支部 
 



 

『平成２３年度 経営者セミナー』  申込書 兼 受講票  
 

○参加費  会員１５，０００円  非会員１８，０００円 （いずれも資料代・消費税込） 
  会員とは、県協会、各労働基準協会、全基連（賛助会員を含む）、愛知県社会保険労務士会の会員をいいます。 

      参加費は２月１４日（火）までにお振込み願います。 
＊ 振込み手数料は貴社負担でお願いします。 
＊ ２月１４日(火)以降の参加取消につきましては、全額を申し受けますのでご了承願いま

す。 

○申込方法  下記参加申込書にご記入の上、ＦＡＸ にてお申し込み下さい。       

○申込先  （社）愛知労働基準協会 事業部  FAX ０５２-２２１-１４４０ (TEL 052-221-1439) 
 

  申 込 書 兼 受 講 票        平成 2４年 2月 2１日開催 
会員（下記に○を記載）・非会員 ＴＨＰ会員用  

会 員 区 分 
 

 １．（    ）労働基準協会 
 ２．全基連 
 ３．愛知県社労士会 

ＴＨＰ助成を 
・ 利用する 
・ 利用しない 

 
 

＊ 協 会 使 用 欄 

事 業 所 名   
参 加 日 

 
受 付 番 号 

事 業 所 
所 在 地 

〒                
2月 2１日（火） 

 

参 加 者 
職 氏 名 

 
申 込 受 付 印 

連絡担当者 
職 氏 名 

                

電話番号  

FAX番号  

参加費の振込日  
  月  日振込予定 

 

 

 

＊受付印を押印して返信します。 
 

注：（１）この参加申込書でご提供頂きました個人情報は、申込者のご同意なく目的外の利用を行うことはありません。 （ＤＭ） 
  （２）請求書が必要な方は、下記の□内にご記入下さい。押印後 FAXにて返信したものを請求書にかえさせていただきます。 
 

 
 請  求  書        

平成  年  月   日 

 

 

 
    御中      

                   金額の先頭に￥マーク ，は１マス使用して下さい                              

             
 

－ 
 

  

但し 経営者セミナー 参加費 （社）愛知労働基準協会 

460-0008 

愛知県名古屋市中区栄 2-9-26 

Tel  052-221-1439 

公開質問ご記入用紙（下記に記載しきれない場合は別用紙に記入して送付下さい） 

振込先 三菱東京ＵＦＪ銀行  鶴舞支店  普通 №１５９９０２２  （社）愛知労働基準協会 

 


